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この協議書は、開発に伴う造成工事、建築物の建築及び供用時の、公害や環境汚染の発生を未然に防止するために、開発事業者の方が、「この作業を行うにはこの機械（重機等）が必要、そうした場合どのような公害、環境汚染が発生する可能性があるか、これを未然に防止するためにはどうしたらよいか。」を自ら認識し対策を講じていく、環境配慮のための環境保全計画書です。内容としては、少し難しいものですので事業者、設計者、工事施行業者、設備業者の方々とよく相談して下さい。
国の環境基本法や環境基本計画及び長崎市環境基本条例では、企業・事業者の環境保全活動の推進、環境汚染の未然防止のための行動を明確に求めております。解らないことがありましたら環境政策課（TEL829-1156）にお尋ね下さい。　　　　(この計画書による協議は､平成6年6月から実施しています｡)　　

　*平成8年9月2日一部改訂 *平成10年6月25日一部改訂 *平成11年1月26日一部改訂 *平成14年6月14日一部改訂

*平成22年5月20日一部改訂*令和8年4月1日一部改訂
              環境保全計画書　その１
　　　　　　　　　　　　　　　（緑化、防災関係を除く）
土地造成工事　
１　騒音、振動関係
　　騒音、振動規制法特定建設作業実施予定　　　　　有　　　無
　　　作業の種類、作業の時間帯、騒音、振動の防止の方法
　　騒音、振動規制法特定建設作業以外の建設作業
　　　大騒音発生作業の種類、作業の時間帯、騒音、振動の防止の方法
　　発破作業実施（許可の取得）予定　　　　　有　　　無
　　運搬トラック等による交通騒音、振動
２　大気汚染関係
　　長崎市環境保全条例第３１条（運搬の規制）
　　　土砂の搬出入の量、搬出先、運搬経路、運搬の時間帯
　　現場からの粉じん，運搬トラック等による道路粉じんの防止の方法
　　現場からの排ガス等、運搬トラック等の排ガスの防止の方法
３　水質汚濁関係
　　長崎市環境保全条例第２９条（土砂等の流出防止）
　　　降雨時の土砂の流出の防止の方法（水路、道路）
　　汚水処理施設の設置予定　　　　　有　　　無
　　　施設の種類、排水量、排出経路、汚水処理の方法
　　薬剤（地盤安定剤等）の使用予定　　　　　有　　　無
　　　薬剤の種類、成分、使用量、使用方法

４　土壌汚染対策関係（土壌汚染対策法第４条）

　　３，０００㎡以上の土地の形質変更実施予定　　　有　　　無

　　　土地の形質変更の着手予定日、土地の形質変更の規模
５　自然環境保全関係（※取扱いは、概ね「特定開発行為」以上とする。）
　　長崎市レッドデータブック記載種の存在　　　　　有　　　無

　　　動植物種の種類、現況調査、影響予測、評価、保全の方法

工事後の植生復元、生物生息空間の創出の検討
６　地球環境保全関係、その他
　　再生建設資材等の使用（再生骨材等）の検討

　　省エネルギー対策（省エネ機器等）の検討

　　水循環の確保（透水性舗装等）の検討

　　光害等の防止（屋外照明設備等）の検討　　　　　

　　　　　　　環境保全計画書　その２
　　　　　　　　　　　　　　　（緑化、防災関係を除く）
建築工事
１　騒音、振動関係
　　騒音、振動規制法特定建設作業実施予定　　　　　有　　　無
　　　作業の種類、作業の時間帯、騒音、振動の防止の方法
　　騒音、振動規制法特定建設作業以外の建設作業
　　　大騒音発生作業の種類、作業の時間帯、騒音、振動の防止の方法
　　運搬トラック等による交通騒音、振動
２　大気汚染関係
　　現場からの粉じん・排ガス
　　道路（運搬経路）からの粉じん・排ガス
　　吹付け塗装のミスト
３　水質汚濁関係
　　汚水処理施設の設置予定　　　　　有　　　無
　　　施設の種類、排水量、排出経路、汚水処理の方法
　　吹付け塗装の溶剤等の処理
　　防水工事の溶剤等の処理
　　薬剤（地盤安定剤等）の使用予定　　　　　有　　　無
　　　薬剤の種類、成分、使用量、使用方法
４　悪臭関係
　　吹付け塗装の溶剤臭
　　防水工事の溶剤臭

５　その他
　　再生建設資材等の使用（再生骨材等）の検討

　　省エネルギー対策（太陽光パネル、雨水利用等）の検討

　　光害等の防止（屋外照明設備等）の検討
　　オープンスペース、生物生息空間の創出の検討

環境保全計画書　その３
　　　　　　　　　　　　　　　（緑化、防災関係を除く）

環境関係法令
１　全体的な事項（個別住宅を除く。）
　　建築物の用途、操業・営業の種類、操業・営業の時間帯
　　設備、機械類の名称、出力等の詳細
２　騒音関係
　　騒音規制法特定施設設置予定　　　　　　　有　　　無
　　　施設の種類、稼働時間帯、騒音の防止の方法
　　長崎県未来につながる環境を守り育てる条例指定施設設置予定　　有　　　無
　　　施設の種類、稼働時間帯、騒音の防止の方法
３　振動関係
　　振動規制法特定施設設置予定　　　　　　　有　　　無
　　　施設の種類、稼働時間帯、振動の防止の方法
４　大気汚染関係
　　大気汚染防止法ばい煙発生施設設置予定　　有　　　無
　　　施設の種類、稼働時間帯、ばい煙の防止の方法
　　大気汚染防止法粉じん発生施設設置予定　　有　　　無
　　　施設の種類、稼働時間帯、粉じんの防止の方法

　　ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法特定施設設置予定 　有　　　無

　　　施設の種類、稼働時間帯、発生ガスの処理の方法
　　長崎市環境保全条例指定施設設置予定　　　有　　　無
　　　　　　　　　　（別表１～５）
　　　施設の種類、稼働時間帯、ばい煙・粉じんの防止の方法
５　水質汚濁関係
　　水質汚濁防止法特定施設設置予定　　　　　有　　　無
　　　施設の種類、排水量、排出経路、汚水処理の方法
　　ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法特定施設設置予定 　有　　　無

　　　施設の種類、排水量、排出経路、汚水処理の方法
　　長崎県未来につながる環境を守り育てる条例指定施設設置予定　　有　　　無
　　　施設の種類、排水量、排出経路、汚水の処理の方法
　　長崎市環境保全条例指定施設設置予定　　　有　　　無
　　　　　　　　　　（別表１１）
　　　施設の種類、排水量、排出経路、汚水の処理の方法
６　悪臭関係
　　長崎市環境保全条例指定施設設置予定　　　有　　　無
　　　　　　　　　　（別表６～８）
　　　施設の種類、稼働時間帯、悪臭の防止の方法
７　その他
　　浄化槽法又は建築基準法　浄化槽設置予定　有　　　無
　　化製場等に関する法律　化製場等の設置予定　有　　　無
　　　施設の種類、排水量、排出経路、汚水の処理の方法
　　長崎市環境保全条例指定施設設置予定　　　有　　　無
　　　　　　　　（別表９及び１０）
　　　施設の種類、排水量、排出経路、汚水の処理の方法

　　

